
★市が策定した「厚木市マンション管理適正化推進計画（以下「管理計画」とい
　 う。）」の認定を受けているマンションの場合

 新築から20年以上経過している10戸以上のマンション（※１）ですか？

 減額の対象外

 長寿命化に資する大規模修繕工事（※２）を過去に１回以上適切に実施していますか？

 減額の対象外

 令和３年９月１日以降に長期修繕計画で修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引
 き上げましたか？

 減額の対象外

 今回の大規模修繕工事は令和５年４月１日から令和７年３月31日までに完了しますか？

減額の対象外

 減額の対象です。工事完了後３か月以内に関係書類を用意して、市に申告してください。

★市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係
　 るマンションの場合

 新築から20年以上経過している10戸以上のマンション（※１）ですか？

 減額の対象外

 長寿命化に資する大規模修繕工事（※２）を過去に１回以上適切に実施していますか？

 減額の対象外

 助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直し、国が示す基準に適合していますか？

減額の対象外

 今回の大規模修繕工事は令和５年４月１日から令和７年３月31日までに完了しますか？

減額の対象外

 減額の対象です。工事完了後３か月以内に関係書類を用意して、市に申告してください。

※１…区分所有者が２人以上で、専有部分の１／２以上が居住部分であること。

※２…大規模修繕工事は、床防水工事、屋根防水工事及び外壁塗装等工事です。

大規模修繕工事を実施したマンションの減額確認フロー
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